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青
森
県
告
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第
七
百
四
十
六
号

陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生
の
平
成
二
十
五
年
度
第
四
次
募

集
期
間
、
採
用
試
験
の
期
日
等
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
自
衛
隊
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
九
年

政
令
第
百
七
十
九
号)

第
百
十
四
条
及
び
第
百
十
七
条
第
一
項

(

第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
こ
れ

ら
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
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十
五
年
十
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二
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三
日

青
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知
事
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申

吾
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四
十
七
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障
害
者
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日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
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総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

(

平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号)

第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院

医
療)

か
ら
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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募
集
期
間

(

二
次
募
集)

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
八
日
ま
で

試
験
期
日

開
始
時
刻

試

験

場

位

置

名

称

平
成
二
十
五
年

十
一
月
二
十
九

日

(

金)

及
び

同
月
三
十
日

(

土)

受
付
後
に

通
知

青
森
市
大
字
浪
館
字
近
野
四
五

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
桔
梗
野
官
地

む
つ
市
大
湊
町
四
の
一

陸
上
自
衛
隊
青
森
駐

屯
地

陸
上
自
衛
隊
八
戸
駐

屯
地

海
上
自
衛
隊
大
湊
基

地

区

分

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

社
団
法
人
青
森
精
神
医
学
研
究

所
附
属
浅
虫
温
泉
病
院

変
更
後

一
般
社
団
法
人
青
森
精
神
医
学

研
究
所
附
属
浅
虫
温
泉
病
院

青
森
市
大
字
浅
虫
字
内
野
二
七
の

二

平
成
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青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
八
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
九
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
加
入
区
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
三
日
を
も
っ
て
指
定
漁
船
を

普
通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
義
務
が
消
滅
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
五
十
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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変
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前

社
団
法
人
青
森
県
薬
剤
師
会
会

営
八
戸
第
一
調
剤
薬
局

変
更
後

一
般
社
団
法
人
青
森
県
薬
剤
師

会
会
営
八
戸
第
一
調
剤
薬
局

八
戸
市
大
字
馬
場
町
一
三

〃

変
更
前

五
所
川
原
市
大
字
姥
萢
字
桜
木
二

五
五

変
更
後

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
あ
お

ぞ
ら

五
所
川
原
市
大
字
湊
字
船
越
三
一

一
の
一
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変
更
前

ワ
タ
キ
ュ
ー
薬
局
三
戸
店

変
更
後

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
薬
局
三
戸
店

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田
字
沖

中
一
六
の
五
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変
更
前

フ
ォ
レ
ス
ト
薬
局
浪
岡
店

変
更
後

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
薬
局
浪
岡
店

青
森
市
浪
岡
大
字
浪
岡
字
平
野
一

九
一
の
一
九

〃

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

三
沢
市
前
平
二
丁
目
三
の
二

立

花

龍

雄

三
沢
市
さ
つ
き
ヶ
丘
一
丁
目
二
三
の
七
九

坂

岡

正

彦

三
沢
市
前
平
二
丁
目
一
○
の
四

鷹

架

司

三
沢

加
入
区
の
名
称

三
沢

届

出

事

項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区
の

名

称

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

期

間

場

所

大
間

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
大
間
平
一
七

の
二
二
三

田

中

勝

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
根
田
内
八
の

九
九

傳

法

勇

一

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
細
間
二
四
の

八

大

西

忠

平
成
二
十
五
年

十
月
二
十
三
日

か
ら
同
年
十
一

月
六
日
ま
で

大
間
漁
業
協

同
組
合

� �
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公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

予
算
編
成
シ
ス
テ
ム
機
器
等

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
総
務
部
財
政
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
五
年
九
月
十
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ー
ビ
ス

青
森
市
新
町
二
丁
目
六
の
二
九

六

契
約
金
額

八
千
二
百
七
十
万
三
千
二
百
五
十
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

賃
貸
借
機
器
等
に
要
求
す
る
仕
様
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
申
請
書
等
を
提
出
し
た
者

で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者

を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
五
年
七
月
三
十
一
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
モ
ー
ル
下
田

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
中
野
平
四
〇
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

下
田
タ
ウ
ン
株
式
会
社

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
中
野
平
四
〇
の
一

代
表
取
締
役

伊
藤
眞

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
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変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目

五
の
一

代
表
取
締
役

村
井
正
平

変
更
無
し

株
式
会
社
メ
ガ
ス
ポ
ー
ツ

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
蠣
殻
町
一
丁

目
三
六
の
五

代
表
取
締
役

南
山
学

変
更
無
し

株
式
会
社
金
入

八
戸
市
卸
セ
ン
タ
ー
二
丁
目
四
の
一

二代
表
取
締
役

金
入
忠
清

変
更
無
し

株
式
会
社
大
創
産
業

広
島
県
東
広
島
市
西
条
吉
行
東
一
丁

目
四
の
一
四

代
表
取
締
役

矢
野
博
丈

変
更
無
し

� �
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株
式
会
社
パ
セ
リ
ー
菜

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
神
明
前
一
四
三

の
一
四
九

代
表
取
締
役

小
泉
輝
美

変
更
無
し

株
式
会
社
キ
タ
ム
ラ

高
知
県
高
知
市
本
町
四
丁
目
一
の
一

六代
表
取
締
役

北
村
正
志

変
更
無
し

有
限
会
社
み
ま
す
や

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
上
明
堂
一
〇
五

の
二

代
表
取
締
役

三
浦
了

変
更
無
し

株
式
会
社
フ
ァ
イ
ブ
フ
ォ
ッ
ク
ス

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
三
丁
目
六

〇
の
七

代
表
取
締
役

上
田
稔
夫

変
更
無
し

丸
高
衣
料
株
式
会
社

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
玉
造
二
丁
目

八
の
三

代
表
取
締
役

楡
金
洋
二

変
更
無
し

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
ヤ

愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
城
西
一
丁
目

三
の
五

代
表
取
締
役

山
田
道
朗

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
ヤ

愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
城
西
一
丁
目

三
の
五

代
表
取
締
役

山
田
太
郎

平
成

��･

�･

�

株
式
会
社
エ
ク
セ
ル
ワ
ー
ル
ド

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
小
林
一
三
〇

の
五

代
表
取
締
役

小
山
田
敬

変
更
無
し

株
式
会
社
八
戸
墓
苑

八
戸
市
下
長
二
丁
目
一
七
の
一
九

代
表
取
締
役

佐
々
木
博
一

変
更
無
し

株
式
会
社
か
と
う

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
苗
代

沢
七
八
の
一
四

代
表
取
締
役

加
藤
尚

―

��･

�･

��

株
式
会
社
橋
文

八
戸
市
卸
セ
ン
タ
ー
一
丁
目
九
の
一

代
表
取
締
役

橋
本
博
文

変
更
無
し

株
式
会
社
キ
ン
グ

京
都
府
京
都
市
下
京
区
東
塩
小
路
高

変
更
無
し

倉
町
二
の
一

代
表
取
締
役

山
田
幸
雄

株
式
会
社
オ
ン
ワ
ー
ド
樫
山

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
三
丁
目
一
〇

の
五

代
表
取
締
役

馬
場
昭
典

変
更
無
し

株
式
会
社
ジ
ー
フ
ッ
ト

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
三
丁

目
四
の
一
〇

代
表
取
締
役

松
井
博
史

変
更
無
し

株
式
会
社
モ
リ
タ

八
戸
市
大
字
三
日
町
一
四
の
一

代
表
取
締
役

盛
田
明

変
更
無
し

株
式
会
社
シ
ー
ズ
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

東
京
都
練
馬
区
春
日
町
六
丁
目
一
九

の
八

代
表
取
締
役

関
好
邦

―

��･

�･

��

Ａ
ｓ
―
ｍ
ｅ
エ
ス
テ
ー
ル
株
式
会
社

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
四
丁
目
三
の
一

三
神
谷
町
セ
ン
ト
ラ
ル
プ
レ
イ
ス
五

階代
表
取
締
役

丸
山
雅
史

変
更
無
し

株
式
会
社
大
竹
菓
子
舗

十
和
田
市
東
一
番
町
七
の
二
八

代
表
取
締
役

大
竹
正
美

変
更
無
し

北
向
産
業
株
式
会
社

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
上
谷
地
二
四
の

一
〇

代
表
取
締
役

北
向
勝
志

変
更
無
し

株
式
会
社
ラ
グ
ノ
オ
さ
さ
き

弘
前
市
大
字
百
石
町
九

代
表
取
締
役

木
村
公
保

変
更
無
し

有
限
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
プ
ラ
ザ
ろ
く

の
へ

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
前
谷

地
六
の
一

代
表
取
締
役

下
道
元
次
郎

変
更
無
し

有
限
会
社
北
上
青
果

十
和
田
市
東
二
十
四
番
町
一
八
の
六

代
表
取
締
役

北
上
孝
穂

変
更
無
し

� �
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有
限
会
社
ビ
ル
メ
ン
田
中

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
阿
光
坊
一
〇
五

の
一
一
四

代
表
取
締
役

田
中
勉

変
更
無
し

株
式
会
社
ア
メ
リ
カ
屋

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
郡
山
字
籠
ノ

瀬
一
〇
の
一

代
表
取
締
役

岩
佐
行
弘

変
更
無
し

株
式
会
社
コ
ッ
ク
ス

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
浜
町
一
丁
目

二
の
一

代
表
取
締
役

吉
竹
英
典

変
更
無
し

株
式
会
社
タ
カ
キ
ュ
ー

東
京
都
板
橋
区
板
橋
三
丁
目
九
の
七

代
表
取
締
役

臼
井
一
秀

株
式
会
社
タ
カ
キ
ュ
ー

東
京
都
板
橋
区
板
橋
三
丁
目
九
の
七

代
表
取
締
役

木
内
守

��･

�･

�

株
式
会
社
市
川
屋

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
上
明
堂
九
三
の

二代
表
取
締
役

木
村
雅
行

変
更
無
し

株
式
会
社
玉
屋
眼
鏡
店

八
戸
市
大
字
十
三
日
町
二
六
の
二

代
表
取
締
役

松
橋
長
英

変
更
無
し

株
式
会
社
グ
ル
ー
ヴ
ィ
ン

八
戸
市
内
丸
一
丁
目
二
の
七

代
表
取
締
役

戸
川
康
雄

変
更
無
し

有
限
会
社
水
晶
堂

八
戸
市
小
中
野
五
丁
目
一
の
二
五

代
表
取
締
役

小
野
寺
幸
二

変
更
無
し

株
式
会
社
夢
や

香
川
県
高
松
市
松
縄
町
一
〇
〇
四
の

一代
表
取
締
役

安
東
恵
美
子

変
更
無
し

有
限
会
社
ツ
キ
ウ
時
計
店

八
戸
市
湊
町
本
町
四
三

代
表
取
締
役

月
舘
雄
司

変
更
無
し

株
式
会
社
パ
レ
モ

愛
知
県
稲
沢
市
天
池
五
反
田
町
一

代
表
取
締
役

小
田
保
則

変
更
無
し

株
式
会
社
ブ
ー
ビ
ー
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

福
島
県
須
賀
川
市
南
町
一
三
〇

代
表
取
締
役

栗
城
幸
一

変
更
無
し

株
式
会
社
ポ
イ
ン
ト

茨
城
県
水
戸
市
泉
町
三
丁
目
一
の
二

七代
表
取
締
役

遠
藤
洋
一

変
更
無
し

タ
ワ
ー
レ
コ
ー
ド
株
式
会
社

東
京
都
渋
谷
区
神
南
一
丁
目
二
二
の

一
四

代
表
取
締
役

嶺
脇
育
夫

変
更
無
し

株
式
会
社
三
鈴

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
一
丁
目
一
一

の
二

代
表
取
締
役

岡
藤
一
朗

変
更
無
し

株
式
会
社
ハ
ピ
ネ
ス
・
ア
ン
ド
・
デ

イ千
葉
県
香
取
郡
小
見
川
町
小
見
川
七

九
八

代
表
取
締
役

田
泰
夫

変
更
無
し

株
式
会
社
ワ
ー
ル
ド

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
港
島
中
町
六

丁
目
八
の
一

代
表
取
締
役

寺
井
秀
藏

変
更
無
し

株
式
会
社
ワ
ー
ル
ド
リ
ビ
ン
グ
ス
タ

イ
ル

東
京
都
目
黒
区
中
目
黒
一
丁
目
八
の

一代
表
取
締
役

西
川
信
一

変
更
無
し

株
式
会
社
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
ヴ
ァ
ン
ガ
ー

ド
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

愛
知
県
名
古
屋
市
名
東
区
上
社
一
丁

目
九
〇
一

代
表
取
締
役

白
川
篤
典

変
更
無
し

株
式
会
社
ラ
イ
ト
オ
ン

茨
城
県
つ
く
ば
市
吾
妻
一
丁
目
一
一

の
一

代
表
取
締
役

横
内
達
治

変
更
無
し

株
式
会
社
ハ
ウ
デ
ィ

東
京
都
中
野
区
中
央
五
丁
目
七
の
一

代
表
取
締
役

小
林
敬
一

変
更
無
し

� �
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フ
ァ
イ
テ
ン
株
式
会
社

京
都
府
京
都
市
中
京
区
烏
丸
通
錦
小

路
角
手
洗
水
町
六
七
八

代
表
取
締
役

平
田
好
宏

―

��･

�･

�

株
式
会
社
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
パ
ス
テ

ル北
海
道
札
幌
市
中
央
区
南
二
条
西
二

十
五
丁
目

代
表
取
締
役

濱
田
一
康

変
更
無
し

株
式
会
社
ア
イ
ウ
ォ
ー
ク

東
京
都
杉
並
区
成
田
東
四
丁
目
三
九

の
八

代
表
取
締
役

栗
原
裕

変
更
無
し

株
式
会
社
ア
フ
リ
カ
タ
ロ
ウ

岡
山
県
岡
山
市
高
柳
西
町
二
五
の
五

代
表
取
締
役

江
見
い
づ
み

変
更
無
し

イ
ト
キ
ン
株
式
会
社

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
久
太
郎
町
二

丁
目
四
の
二
五

代
表
取
締
役

辻
村
章
夫

―

��･

�･

��

株
式
会
社
ム
カ
イ

静
岡
県
静
岡
市
駿
河
区
中
野
新
田
一

二
五
の
一

代
表
取
締
役

向
井
正
太
郎

変
更
無
し

株
式
会
社
キ
ャ
メ
ル
珈
琲

東
京
都
世
田
谷
区
代
田
二
丁
目
三
一

の
八

代
表
取
締
役

尾
田
信
夫

変
更
無
し

株
式
会
社
カ
ー
ム

東
京
都
台
東
区
柳
橋
一
丁
目
二
の
一

一
エ
ー
ス
柳
橋
二
〇
一
号

代
表
取
締
役

小
野
澤
成
四

変
更
無
し

株
式
会
社
バ
リ
ュ
ー
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
坂
口
通
七
丁

目
二
の
一
七

代
表
取
締
役

井
元
憲
生

変
更
無
し

株
式
会
社
ル
ー
ト
ス
リ
ー

八
戸
市
河
原
木
二
階
堀
一
二
の
六

代
表
取
締
役

越
後
昭
彦

―

��･

�･

��

株
式
会
社
西
松
屋
チ
ェ
ー
ン

兵
庫
県
姫
路
市
飾
東
町
庄
二
六
六
の

一代
表
取
締
役

大
村
禎
史

変
更
無
し

有
限
会
社
青
木
商
店

福
島
県
郡
山
市
八
山
田
五
丁
目
四
〇

五代
表
取
締
役

青
木
信
博

株
式
会
社
青
木
商
店

福
島
県
郡
山
市
八
山
田
五
丁
目
四
〇

五代
表
取
締
役

青
木
信
博

��･

	･

�

株
式
会
社
三
城

東
京
都
中
央
区
銀
座
一
丁
目
七
の
七

代
表
取
締
役

加
賀
純
一

変
更
無
し

株
式
会
社
Ｊ
Ｏ
Ｄ

岩
手
県
盛
岡
市
中
央
通
三
丁
目
八
の

一
八

代
表
取
締
役

千
田
千
里

―

��･

�･

��

足
立
絹
織
株
式
会
社

弘
前
市
大
字
城
東
中
央
三
丁
目
七
の

七代
表
取
締
役

足
立
良
資

変
更
無
し

有
限
会
社
ツ
ッ
キ
ー
フ
ー
ド
サ
ー
ビ

ス八
戸
市
湊
町
本
町
四
三

代
表
取
締
役

月
舘
雄
司

変
更
無
し

株
式
会
社
Ｄ
Ｃ
グ
ロ
ー
バ
ル

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
神
明
前
一
四
三

の
一
二
七

代
表
取
締
役

佐
藤
義
昭

変
更
無
し

株
式
会
社
中
央
コ
ン
タ
ク
ト

静
岡
県
静
岡
市
葵
区
伝
馬
町
三
の
一

深
尾
ビ
ル
三
階

代
表
取
締
役

藤
本
亮
吉

変
更
無
し

株
式
会
社
岡
崎
特
機

愛
知
県
岡
崎
市
六
名
南
一
丁
目
一
の

三代
表
取
締
役

武
山
守

変
更
無
し

株
式
会
社
ア
イ
ジ
ー
エ
ー

福
井
県
越
前
市
矢
放
町
一
三
の
八
の

九代
表
取
締
役

五
十
嵐
昭
順

変
更
無
し

� �
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四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
九
月
十
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
お
い
ら
せ
町
役
場

２

期
間

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
三
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
お
い
ら
せ
町
役
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
三
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

土
地
立
入
の
許
可

北
海
道
電
力
株
式
会
社
に
対
し
て
、
土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
立
入
の
許
可
を
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

起
業
者
の
名
称

北
海
道
電
力
株
式
会
社

二

事
業
の
種
類

北
斗
今
別
直
流
幹
線
新
設
工
事

三

立
ち
入
ろ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

青 森 県 報平成25年10月23日 水曜日 第3760号�

株
式
会
社
ク
ロ
ス
カ
ン
パ
ニ
ー

岡
山
県
岡
山
市
北
区
幸
町
二
の
八

代
表
取
締
役

石
川
康
晴

変
更
無
し

株
式
会
社
ト
リ
ニ
テ
ィ
ア
ー
ツ

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四

の
一
新
国
際
ビ
ル
二
階

代
表
取
締
役

木
村
治

変
更
無
し

―

ロ
ー
ラ
ア
シ
ュ
レ
イ
ジ
ャ
パ
ン
株
式

会
社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
一
丁
目

一代
表
取
締
役

前
川
浩
司

��･

�･

�

―

株
式
会
社
Ｆ
・
Ｏ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ

ョ
ナ
ル

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
三
宮
町
二
丁

目
四
の
一

代
表
取
締
役

小
野
行
由

��･

�･

	

―

有
限
会
社
シ
ー
ガ
ル
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ

ン秋
田
県
大
館
市
清
水
四
丁
目
七
一
の

一
の
三

代
表
取
締
役

小
畑
賢

��･

�･

��

―

株
式
会
社
ワ
コ
ー
ル

京
都
府
京
都
市
南
区
吉
祥
院
中
島
町

二
九

代
表
取
締
役

安
原
弘
展

��･

�･

�

―

株
式
会
社
デ
ィ
ー
エ
イ
チ
シ
ー

東
京
都
港
区
南
麻
布
二
丁
目
七
の
一

代
表
取
締
役

高
橋
芳
枝

��･
	･


�

―

株
式
会
社
長
寿
乃
里

神
奈
川
県
横
浜
市
西
区
み
な
と
み
ら

い
三
丁
目
六
の
三
Ｍ
Ｍ
パ
ー
ク
ビ
ル

一
二
階

代
表
取
締
役

冨
田
健
介

��･

	･

��

� �
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四

立
ち
入
ろ
う
と
す
る
期
間

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日
ま
で

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
鳴
沢

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
五
年
十
月
十
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
三
日

西
北
地
域
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